
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寝屋川市資源集団回収活動報奨金交付制度とは 

   自治会・子ども会・老人会など地域団体が自主的に行う資源集団回収に対し、報奨金を交付

することにより活動を支援し、ごみ問題に対する市民意識の向上、ごみの減量及び資源の有効

活用、また地域のコミュニティづくりを推進するために制度化したものです。 

 

 

 

 

 環境部 環境総務課 （寝屋川市クリーンセンター６階）  

 〒572-0855  寝屋川市寝屋南一丁目２番１号  

 TEL：072-824-0911（直通） FAX：072-821-3349  

寝屋川市 

資源集団回収活動の手引き 
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資源集団回収活動の流れ 

地域団体 引取業者 寝屋川市 

団体登録申込  受付→審査 

認定 

 

回収 

活動 

    

引き 

取り 

 

 

 

 

報奨金の 

申請・受取 

    

 
  送付 

受付→審査 

振込 

 

１ 資源集団回収活動団体登録 

⑴ 登録できる団体 

資源集団回収を定期的に実施し、又は実施しようとする団体であり、次のいずれかに

該当する団体（※営利を目的とする団体及びアルミ缶のみの回収を行っている団体を

除く） 

 

 

 

 

 

⑵ 資源集団回収活動団体の申込み 

「寝屋川市資源集団回収活動団体登録申込書」・「活動地域の地図」を環境総 

務課へ提出します。 

 ※引取業者は、市の登録業者に依頼してください。（引取業者が分からない場合は、 

市に連絡いただけば、登録業者を紹介します。） 

寝屋川市資源集団回収活動団体登録申込書の提出 

寝屋川市資源集団回収活動団体登録決定通知書の送付 

資源物の売払い 

寝屋川市資源集団回収活動仕切り伝票 

買取り金額の支払い 

寝屋川市資源集団回収活動報奨金交付申請書等の送付 

寝屋川市資源集団回収活動報奨金交付申請書等の提出 

指定口座へ振込 

① 市内の自治会、子ども会、婦人会、老人会、その他の地域団体 

② 市内の福祉施設及び教育施設の構成員又は当該施設の利用者等の団体（ＰＴＡ・

保護者の会など） 

③ ①、②以外に市長が特に認める団体 

 

大切に保管し

てください 
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⑶ 登録決定 

申込内容を審査し、登録団体として適切であると判断した場合は、「寝屋川市資源 

集団回収活動団体登録決定通知書」により団体の代表者宛てに通知します。 

 

２ 資源集団回収活動の実施 

⑴ 報奨金の対象 

 登録を通知した日以降 

注意：他の回収団体及び市の収集等とトラブルが生じないよう調整をお願いします。 

⑵ 引取業者の証明（寝屋川市資源集団回収活動仕切り伝票による証明） 

 

 

 

 

 

 

⑶ 報奨金の対象品目 

 

 

 

 

（アルミ缶のみの回収に対して報奨金は交付できません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
新 
聞 

紙 

②
雑 

誌 
③
段 

ボ 

ー 

ル 

④
古 

布 

⑤
牛
乳
パ
ッ
ク 

⑥
雑 

紙 

⑦
ア 

ル 

ミ 

缶 

登 録 

団 体 

 

引取業者 

仕切伝票を渡す 

仕切伝票に記入しても

らい押印後、受け取る 
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(報奨金の対象) 

 

【引取業者】 

(報奨金対象外) 

 

【家庭・事業所】 【集団回収登録団体】 

【事業所】 【集団回収登録団体】 

 

※事業所（店舗・学校・スーパー）等から排出される古紙類（①～⑥）の提供を

受けた場合についても、報奨金の対象となりますが、事業所から排出される古紙類

だけでは報奨金の対象にはなりません。 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

３ 報奨金について 

⑴ 申請時期等（市から書類を送付します） 

申請期間（厳守） 市からの申請書類 
発送時期（代表者宛） 

報奨金交付対象期間 

7月1日～31日 6月下旬頃 1~6月分 （上半期） 

翌年1月4日～31日 12月下旬頃 7～12月分（下半期） 

⑵ 報奨金の申請受付 

受付場所：寝屋川市クリーンセンター６階 環境総務課 

申請期間：上記申請期間中の、午前８時 30 分～午後５時まで 

（土・日・祝日を除く） 

注   意：１ 申請期間を過ぎての受付は不可。 

２ 次回の申請時に一括しての申請は不可。 

⑶ 報奨金の交付額の計算方法 

                  

（100 円未満の端数は切り捨て） 

※半期分の回収量の合計が 17 ㎏未満の場合（交付額が 100 円に満たない場

合）、報奨金の交付はできません。 

 

 

回収合計量  ×  ６円/㎏ 

 

【引取業者】 
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【参考：回収量の目安】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 報奨金の交付 

指定口座への振込み 

 

注意：金融機関・支店・口座名義人・口座番号を正しく記入してください。 

 

⑸ 報奨金の不交付 

偽りや不正等により、報奨金を受け、又は受けようとした場合は、申請書の受付、又

は報奨金の交付をしません。また、既に当該報奨金が支払われている場合については、

速やかに返還をしていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ袋（45ℓ）1 袋で約 1.8 ㎏ 
新聞用ごみ袋（たて 32cm・よこ

30cm）１袋で約 7.8 ㎏ 
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４ 団体登録申込書の書き方（活動を始める前に、一度だけ申込みが必要です。） 
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５ 団体登録変更届の書き方（届出内容に変更があった場合に提出して下さい。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年    月    日 

 

寝屋川市資源集団回収活動団体登録変更届 

(あて先) 寝屋川市長 

登録番号 団体名 旧の代表者氏名 

△△△ ○△子ども会 寝屋 南 

 

寝屋川市資源集団回収活動報奨金交付要綱第４条第３項の規定により、下記のとおり登録内容

を変更します。 

記 

 

変 更 年 月 日   □□年□□月□□日 

団 体 名 ○△子ども会 

新 し い 

代 表 者 

（変更なし 

含 む ） 

住 所 

〒572-×××× 

寝屋川市   寝屋南一丁目２－１ 

 

電話番号及びＦＡ

Ｘ 

電話番号 （ 072 ）８▽□ － ○○○○    

携  帯  ○○○ － □□□□ － ▽▽▽▽  

Ｆ Ａ Ｘ （ 072 ）□□□ － ○○○○     

フ リ ガ ナ ネヤガワ タロウ 

氏 名 寝屋川 太郎           

※1)参加希望者･事業者への紹介 

 （個人情報に関しますので必ず記載し

てください） 

  

 １．同意します   ２．同意しません 

報奨金振込 

口座名義人 

（金融機関へ登録

している通りに記

載して下さい） 

銀 行 名 ○○銀行 

支 店 名 ▽□支店 

口 座 番 号 １２３４５６７８ 

フ リ ガ ナ ○△ｺﾄﾞﾓｶｲ ﾀﾞｲﾋｮｳｼｬ ﾈﾔｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 

※２） 

口 座 名 義 

 

○△子ども会 代表者 寝屋川 太郎 

回 収 方 法 
１．拠点回収 ２．戸別回収 ３．その他

（       ） 

回 収 日 第〇土曜日 

回 収 業 者 名 ○△□紙業㈱ 

（注意）１．変更がない箇所についても、ご記入ください。 

２．※１）は必ずご記入ください。お近くで集団回収活動に協力したい旨のお問合せを受けた場合、

その方に団体名・代表者の連絡先を紹介することを同意するか、しないかの確認です。 

    ３．※２）の口座名義は、金融機関へ登録している通りに記載してください。 

記入見本 
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６ 報奨金交付申請書等の書き方 

   

（市から送付します。） 
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（市から送付します。） 
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（市から送付します。） 
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 (別紙３) 

寝屋川市資源集団回収活動報奨金 請求書 
 

 

 

 

 ￥ ３ ２ ５ ０ ０ 
 

円 

 

注意１）金額の前に￥を入れてください。 

 

 

 

ただし、○○年〇半期寝屋川市資源集団回収活動報奨金として上記金額を請求しま

す。 

 

 

 

 

（あて先）寝 屋 川 市 長  

 

 

 

 

 

 

 

登  録  番  号  第  △△△    号 

 

団    体    名  ○△子ども会         

                                〒５７２－××××         

                                寝屋川市 寝屋南 

代表者住所      一丁目２－１        

代表者氏名     寝 屋     南   

※１ 請求書の金額等の記載内容を間違えられた場合は書き直しが必要となりますので、あらかじめコピーをとるなどの対

処をして、書き直しに対応できるようにして下さい。 

見本 

団
体
の
代
表
者
名(

封
筒
宛
名

書
き
の
方)

で
す
。 

封
筒
宛
名
書
き
の
横
の
数
字
で

す
。（
１
桁
か
ら
３
桁
） 

金額の訂正はできません！ 

 

 

（市から送付します。） 


